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６．２月下旬からの測量作業のお願い
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説明の流れ
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１．計画位置について
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未整備

整備済
事業中

２．路線の必要性について

【必要性】
①防災面の向上
②日常の利便性の向上
③歩行者（通学路）の安全性の向上

競馬場
高丸線



３．都市計画変更について（W=８m→１４m）
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都市計画決定(S32)

歩道
（自転車歩行者道）

施設帯

車道

３,０００ ５００５００ ３,０００ ３,０００ ３,０００５００５００

１４,０００

路肩

１,０００ ３,０００ ３,０００ １,０００

８,０００

都市計画変更(案)
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現地盤

計画高

約14m（標準幅員）

都市計画変更



7

１

２
３

６

４
５



8

１



9

１

県
道
生
瀬
門
戸
荘
線

（中
津
浜
線
）



10

１

県
道
生
瀬
門
戸
荘
線

（中
津
浜
線
）



11

１

県
道
生
瀬
門
戸
荘
線

（中
津
浜
線
）



12

１

県
道
生
瀬
門
戸
荘
線

（中
津
浜
線
）



13

２



14

２



15

２



16

２



17

２



18

２



19



20

２



21

２



22

３



23

３



24

３



25

３



26

３



27

３



28

３



29

４



30

４



31

４



32

４



33

５



34

５



35

５



36

５



37

６



38

６



39

６



40

６



５．今後のスケジュール
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○平成２８年 ２月１４日 地元説明会（概要と測量について）

○平成２８年 ２月下旬～ 路線測量
４月中旬

○平成２８年 ５月 地元説明会（測量の結果について）

○平成２８年 ６月 都市計画変更の手続き開始
・都市計画審議会（事前）
・都市計画法に基づく法定地元説明会
・変更案に対するご意見の受付（２週間）

○平成２８年 ９月 都市計画変更の決定
・都市計画審議会（諮問）

○平成２８年１０月 事業着手
・詳細設計



都市計画変更の手続き
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※都市計画審議会 委員構成（２０名）；
市議会議員（５名）、知識経験者（１０名）、公募による市民（４名）、県職員（１名）

都市計画審議会（事前）

・変更案について説明

法定説明会
■市 委員

・変更案について説明

■市 市民

変更案に対する
ご意見の受付（2週間）

都市計画審議会（諮問）

■市民 市

・変更案に対する意見

・総合的に判断

市民の意見

市の意見


